安全装置等導入促進助成金交付要綱
公益社団法人 島根県トラック協会

（目　　的）

第１条　この要綱は、公益社団法人島根県トラック協会（以下「島ト協」という。）が行う、会員（賛助会員含む）事業者（以下「会員事業者」という。）の安全装置等導入に対する助成金の交付に関して、必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進することを目的とする。

（助成対象）

第２条　助成の対象となる装置は、次に掲げる装置であり、別紙１の公益社団法人
全日本トラック協会の認定したものとする。
(1)後方視野確認支援装置
・後方視野確認支援装置は、モニターとカメラを同時導入(新車に標準装着されてい
る場合を除く）した場合に限り助成する。
(2)呼気吹込み式アルコールインターロック装置
(3)ＩＴ機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器
・安全性優良事業所が導入した場合に限り、助成対象とする。
(4)大型車用トルク・レンチ
・車両総重量８ｔ以上の事業用トラックを管理する事業所が導入した場合に
限り、助成対象とする。
　(5)側方衝突監視警報装置
・
車両総重量7.5トン以上の中型自動車及び大型自動車に側方衝突監視警報
装置を装着した場合に限り、助成対象とする。
（助成金の交付額）

第３条　島ト協は、安全装置等導入助成金交付の申請があった場合、予算の範囲
内で助成することができる。ただし、単年度に助成できる台数は、１会員事業
者あたり１０台を限度とし、そのうちトルク・レンチについては1台を限度と
する。
２　助成金額は、購入金額の２分の１とする。又、助成限度額は前条(1)～(3)については２万円、(4) については３万円、(5) については１０万円とする。ただし、取付工賃及び消費税は取得価格には含まないものとする。
（助成金の交付申請）

第４条　助成金の交付を受けようとする会員事業者は、様式１「安全装置等導入促進助成金交付申請書」に見積書を添付して、島ト協に申請するものとする。
（助成金の交付決定）

第５条　島ト協は、前条の申請があった場合、速やかに本要綱と照合し、適正と認めたときは、助成金の交付決定をし、様式２「安全装置等導入促進助成金交付承認書」（以下「承認書」という。）により、申請者に対し通知する。

（装着及び装着期限）

第６条　承認を受けた会員事業者は、別紙２に掲げる取扱事業者で直接装着を行う。

２　装着期限は、当該年度の２月２０日までとする。

（精算方法）

第７条　装着した会員事業者は、必要費用を取扱事業者に支払う。

２　装着した会員事業者は、様式３「安全装置等導入促進助成金請求書」に領収書（写）、リースの場合は、リース契約書(写）、装置の装着証明書（様式４）、下記の場合は加えて記載の書類を添付する。
・トルク・レンチの助成の場合は、「600N･m」以上の締め付け能力を有することを
確認できるカタログ等と車両検査証（写）（車両総重量８ｔ以上の事業用トラ
ック）
・側方衝突監視警報装置の場合、導入した車両検査証（写）
上記を添え、島ト協に当該年度の２月末までに請求する。但し、２月末が土日の場合は直前の金曜日とする。
（助成金の交付）

第８条　島ト協は、前条の請求書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、結果が適切と認めたときは、会員事業者に助成金を支払うものとする。

附　　則

本要綱は、平成２０年５月１３日より施行する。

　　平成２１年５月１２日　一部改正　　平成２２年　５月１２日　一部改正

平成２３年５月１２日　一部改正　　平成２４年　５月１５日　一部改正

平成２５年５月１４日　一部改正　　平成２６年　３月２７日　一部改正
　　平成２７年３月１８日　一部改正　　平成２８年　３月１８日　一部改正
    平成２９年３月１７日　一部改正    平成２９年　５月１０日　一部改正
    平成３０年３月１９日　一部改正　　平成３１年　３月２０日　一部改正
　　令和　２年３月１９日　一部改正　　令和　２年１０月２２日　一部改正
　　令和　３年３月１８日　一部改正　　令和　５年　３月１７日　一部改正
令和　６年３月１８日　一部改正　　令和　７年　３月１８日　一部改正
令和　８年３月１９日　一部改正
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